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イギリスのローカル・マネジメント・オブ・スクールズ（LMS）

における評価活動に関する考察

日　永　龍　彦

1　課題の設定

　本稿はイギリスの1988年教育改革法（the

Education　Reform　Act　1988，以下「88年教育

法」と略す）で導入されたローカル・マネジメ

ント・オブ・スクールズ（Local　Management

of　Schools，以下，「LMS」と略す）という学

校経営の新しい方式における評価のしくみと過

程，およびそこにおいて地方教育行政機関がど

のように位置づけられ，またどのような役割を

果たしているのかを明らかにすることを主たる

目的とするものである。筆者はこれまでLMS

の前段階として地方教育当局（Local　Educa－

tion　Authority，以下「LEA」と略す）レベ

ルで導入されてきた学校レベルへの財政権限委

譲を意味するLFM（Local　Financial　Man－

agement）の試みとその背景や，　L　M　Sにおけ

る権限委譲の実施状況およびそれがLEAに与

える影響などを検討してきたが（1），それは学校

の自己経営（self－management）過程のおもに

インプット部分に関するものであった。また，

筆者はLMSや政府補助金学校（grant　main－

tained　school）といったイギリスの88年教育

法により導入された自己経営を中心とする学校

経営の特に財政面での経営をトータルに捉える

ことを自己の課題としてきたため，アウトプッ

ト部分にあたる学校経営および財政運営の評価

過程に関する検討が残された課題として残され

てきた。

　一方，目を転じて日本における戦後の学校評

価研究・実践の展開過程を見ると，次のように

整理できる（2）。すなわち，1948（昭和23）年に

文部省現職教育研究委員会編『新制中学校・新

制高等学校，教職員現職教育の手引』に現職教

育の一部として「学校計画の評価」が取り上げ

られることにはじまり，1951（昭和26）年に同

省が『中学校・高等学校評価の基準と手引』

（試案）を刊行するなど，文部省が学校評価の

翻訳・導入を主導した時期が第1期（導入期）

として区分される。この時期はアメリカの機能

主義的な学校経営観や教育行政観が翻訳・導入

される一方で，経営と教育との識別が一般には

未分化のままであり，学校評価の内実が「教育

評価」に偏していたことも事実である。ただ，

この時期の特色の一つとして，単位学校経営を

展開していくのに必要視される「協同評価」が

単位学校の「自己評価」とともに提示されてき

たことがあげられる（3）。この「協同評価」はこ

の時期文部省によって一貫して主張されていた

もので，単位学校間の格づけや格差観につなが

らず，しかも教育委員会の改善に連動する経営

比較評価のことである。後述の第2期の昭和30

年代以降の教育行政の中央集権化と権力化の進

展とともに忘却されていった感があるが，教委

自身と複数の学校を含む「協同評価」とその

「協同評価に支えられた自己評価」観は，行政

主体の「上から」の一方的評価の押しつけになっ

たり学校の格付けになったりしないかぎり，地

域に開かれた特色のある学校経営を教育行政や

学校が展開していく上で重要な視点である。そ

の後，1956（昭和31）年の地方教育行政法成立

をめぐる教育行政当局と教員組合の対立や教員

勤務評定紛争の激化など学校評価の前提となる

民主的信頼関係が保障されえない状況にあった

ため，学校評価の研究や実践がほとんど行われ
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なくなった第2期（衰退期）を経て，昭和30年

代後半からの学校経営研究が経営学の影響を受

けて経営の合理化（能率化・効率化）に着目し，

学校経営過程の標準化を打ち出すようになると

ともに，学校評価が見直されるようになった第

3期（再検討期）にいたる。この時期には「経

営」の合理化が志向されたこともあって，それ

まで未分化のままだった「学校評価」と「学校

経営評価」とが意識的に分化されてきた時期で

あった。さらに昭和50年代のゆとりの教育時代

にはいってからは，第3期の学校経営評価にお

ける狭義の経営合理化への偏：重を見直し，自ら

の学校を改善していく基礎とすべく，各学校が

自らの主体的責任において学校評価を行なって

いく時期，すなわち第4期にはいり，今日にい

たっている。

　このような過程をへて発農，深化してきた学

校評価論の今日的課題の…一つとして，評価主体

の問題が指摘されている㈲。それは本稿の課題

とも関わることであるが，教育行政の行なう学

校評価についてである。いずれの学校評価論者

も単位学校における校長と教職員集団を評価の

第一の主体としている点では共通するのである

が，上記の行政の行なう学校評価との関連につ

いては微妙な違いが見られるというのである。

その背景には単位学校の経営を含むより広い教

育経営といった視角の登場があると言われてい

る。このような視角，すなわち，教育委員会が

複数の学校を対象にして行なう教育経営という

視角から学校評価を再検討しょうとする話渚は，

行政のおこなう学校評価の意義を重視し，教育

行政の行なう評価は行政自体の「自己評価」で

あることを強調すると同時に，学校と教育行政，

学校と学校間の経営活動をめぐる協働化，学校

評価の場面でいえば戦後初期の第1期でうちだ

された学校と教育行政の「協同評価」を受け継

ぐような評価の必要性を射程におさめていると

いう点で共通しているということが指摘されて

いるのである。

　さらに，教育財政研究においても，アメリカ

の機能主義的な教育財政学の影響を受けた戦後

の一一時期と㈲，教育にかぎらずあらゆる領域の

予算編成の科学化が志向され，PPBSなどが

導入されようとした時期を除き，地方自治体の

教育財政運営過程における評価活動がそれほど

重視されたことはなかったといえる。これは，

1956（昭和31）年の地方教育行政法の成立によっ

て教育委員会が予算編成に関わってそれまでもっ

ていた諸権限が自治体の長に移り，教育委員会

の意見を予算編成に反映させるには同法29条の

意見聴取義務という手続きだけが残されたこと

により，教育予算編成がその他の一般行政領域

の予算編成の手続きに従って行なわれるように

なったこと，そのような一般行政領域における

予算編成が実績主義を基本として行なわれてい

るために，予算を消化してしまったかどうかと

いうこと以外に，前年度の予算を評価して次年

度の予算に反映させるといったことがほとんど

行なわれていないこと，などが要因として考え

られる。しかし，教育委員会の活性化がたびた

び指摘され，効率的な財政運営が要請されてい

る今日においては，学校の意向を十分に配慮し

た教育委員会の意思（政策）が予算に適切に反

映されると同時に，予算編成の計画化が不可欠

となってくる。そのためには教育委員会が各学

校の状況を十分に把握しておく必要があるし，

また，自らの政策がどの程度の効果をあげたの

かといったことなどについて，予算額と関連づ

けながら検討していく必要が生じてくるのであ

る。このことは各学校の予算運営にもほぼ同様

のことがいえる。したがって，今後の教育財政

研究，とりわけ教育予算（学校予算）編成・執

行の手続きやしくみに関する研究においては，

教育経営活動を予算と関わらせながら評価する

という意味で，評価活動が重要な問題となって

くると思われる。

　このように，教育経営学，教育財政学双方に

共通する今日的課題として教育行政が行なう評

価活動が考えられるわけだが，両者がまったく

同じものでないことは言うまでもないことであ

る。しかし，行政の活動が常に予算の裏づけを

必要としているからには，．両者は可能な限り関

連性を持つように評価のしくみを整えていくこ

とも今後の重要な課題となるはずである。もち
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うん，イギリスと日本では学校経営のしくみ自

体が違う。とくに本稿で取り上げるLMSが導

入されてからは人事権と財政権の大半が学校レ

ベルに委譲され，地方教育当局は自らの政策の

すべてを自らが作成するLMS要綱（scheme）

と毎年の予算編成および各学校への配分方式の

みに反映させなければならないという状況に置

かれている。だが，その分予算を中心に置いた

評価のしくみとプロセスを形成する必要性に迫

られているといえるのであり，その意味ではイ

ギリスのLMSの評価のしくみが日本の学校評

価の今後にとっても示唆に富んだものになるの

ではないかと思えるのである。

　ところで，本稿ではLMSの評価のしくみと

その過程を検討していくわけであるが，イギリ

スの学校評価論の展開についてはわが国ではほ

とんど研究対象として取り上げられてこなかっ

た。これに関する検討は他の機会を期したいし，

今後の重要な課題であるが，数少ないイギリス

学校評価の現状を紹介している論稿を見ると，

次のようなことが述べられている。すなわち，

イギリスでは1970年代以降評価（特に自己評

価）を制度化しようとする関心が大きく，特に

LEAレベルでの制度化が広く試みられている

というのである。その要因としては，第一にイ

ギリスの学校では伝統的に分権化が進められて

いること，第二に分権化した教育制度のために

アカウンタビリティの要請が増してきたこと，

第三にLEAの多くが学校評価を計画化しはじ

めたこと，第四に当初アカウンタビリティのた

めに行われていた学校評価が実施甘草の根のレ

ベルへの活動へと移行していったこと，第五に

学校の自己評価の実践はLEAの文化の機能

である地域の多様性を反映するものになってい

ることが上げられている（6）。したがってこの

LEAレベルで制度化された学校の自己評価が

LMSの評価のしくみと過程にどのように位置

づけられているのかを見ることも本稿の課題の

一つになる。

　そこで以下では，まず中央政府の政策レベル

でLMSの評価のしくみがどのように形成され

ているのかを整理し（H），各LEAが作成し

教育科学大臣の認可を受けたLMS要綱のなか

でLMSの評価のしくみの諸側面についてどの

ように規定されているのかを検討し（皿），さ

らに単独のLEAにおけるLMSの評価のしく

みの全体像を具体例を通して検討することにす

る（IV）（7）。

H　政府の設定するLMSの評価に
　　関する枠組み

　88年教育法は，教育科学大臣，教育科学省と

いった中央政府の権限を強化するものといわれ

ている。LMSについては，各LEAが作成し
た要綱の認可権を有しているほか，法令や通達

などを通じて一定程度の枠組みを定めている。

また，88年教育法成立前に，民間の信用調査会

社である，クーパーズ・アンド・ライブランド

（Coopers＆Lybrand）社による教育科学省へ

の報告書がLMSの基本枠組みについて報告し

ている。したがってここでは，この両者を見る

ことによって，政府の設定するLMSの評価に

関する枠組みを整理する。

（1）クーパーズ・アンド・ライブランド社

　　による報告書

　本報告書は1987年に教育科学省の依頼を受け，

翌年に同省へ提出されたものである。そのタイ

トルは，　“Local　Management　of　Schools”

であり，LMSの用語が初めて公式に使われた

のも本報告書においてであった。報告書中，本

稿に関する部分は，4章「LEAにとっての意

義」中の「モニターリング（Monitoring）と

アカウンタビリティー（Accountability）」で

ある。

　ここでは，より多くの権限委譲を行なうため

には，自由な資源の使用に対するモニターリン

グとアカウンタビリティーが不可欠であること

を確認している。そして，そのためのメカニズ

ムとして，①パフォーマンス指標の利用，②指

導主事および視学官の役割の転換，③学校のパ

フォーマンスに関する年次報告書の作成，の3

つが提案されている。

　①パフォーマンス指標の利用
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　　　　　〔資料1〕　パフォーマンス指標に関する要素（factor）の一覧

（1）インプット段階で考慮すべきこと

（a）児童生徒の状況

（b）資

（c）背

源

景

・社会経済的背景

・文化的背景

・先天的能力

・障害の有無

・児童生徒と父母による期待の程度

・各学年進級時の学力

・学年回教員数

・種類別補助職員数

・父母による支援（財政的支援，その他）

・学校図書館の収蔵図書

・専門的設備

・種類別回帰的費用

・利便性の程度

・歴史的背景

・組織の安定性

（2）ゴロセスの指標

（a）教 職 員

（b）教員の職能成長

（c）教育課程編成

・資格を含む教員の特質

・教職員の態度

・教職員の病気休暇

・教師の異動

・児童生徒との接触の比率

・学級規模

・不適当な組合わせ（教科，経験：，研修）

・核心となる教科

・核心となる教科以外の教科

・特別活動

・試験

・カリキュラムの調整

・カリキュラムの文書化
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（d）広範な教育実践

（e）組 織

（f）相　　互　　関　　係

・道徳教育の提供

・組織的な体育活動

・地域社会のための活動

・商工業との連携

・教科外の文化的活動

・委譲された経営権限の委任

・児童生徒の集団化に関する規定

・宿題に関する方針とその適用

・学校理事の参加

・教員の期待の程度

・児童生徒に与えられている責任の程度

・賞罰のしくみ

（3＞結果の指標

（a）媒 介 者

（b）中等学校の最終点検事項

（c）初等学校の最終点検事項

・児童生徒の態度

・出席，常習的欠席，無断欠席

・遅刻状況

・学内活動におけるパフォーマンス

・学外活動への参加

・記録上の起訴されるような法律違反

・16才までの外部試験でのパフォーマンス

・その他の学力試験

・16才時における継続教育への継続率

・義務教育以後の外部試験におけるパフォーマンス

・16才以降のスポーツ，社会的，文化的活動への参加

・雇用状況（勤務地関係）

・21，25才時における雇用上の地位

・11才時における学力

・11才以降のスポーツ，社会的，文化的活動への参加

（出所）Coopers＆Lybrand，LOCAL　MANAGEMENT　OF　SCHOO：LS，　pp51－52　より作成
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　報告書は，パフォーマンス指標は学校の一部

の局面しか測定できないし，悪くすれば有害な

ものにもなるため，学校におけるパフォーマン

ス測定は論争をはらむ問題であることを認めつ

つも，学校自身が評価のための第一段階のフィ

ルターとするには有益なものであると述べてい

る。さらに，多くの指標を教育専門的に，コン

ピュータを利用して分析することによってより

有益な情報を得られるとも述べている。また，

LEAにとっても，各学校のパフォーマンスに

関するデータをもとに，各学校間の比較，基準

と各学校との比較など，学校のモニターリング

活動を行なうことの必要性を指摘している。後

述する指導主事および視学官による評価では，

一定程度の主観性が不可避であるため，上記の

ような比較による評価は困難だからである。

　パフォーマンス測定あるいは測定のための基

準の選定を行なう場合にはLMS要綱作成時に

以下のことについてLEAと校長が協議すべき

ことが提案されている。それは，

　・データの収集およびモニターリングは容易

　　か

　・学校間，LEAあるいは教育科学省の定め

　　た基準との比較は可能か

　・各学校の全体的な目標やLEAの目標に向

　　けての進歩を測定するのに効果的であるか

　・教職員のパフォーマンスと児童生徒のそれ

　　とを区別することは可能か

といったことであるが，これらのことを効果的

に行なうためにはパフォーマンスに関する情報

を収集しモニターリングするためのコンピュー

タ・システムを導入する必要性もあわせて提案

されている。

　報告書は最後に，さまざまなところで議論さ

れているパフォーマンス指標の一覧を掲載して

いるので参考までに資料1（前壷）として掲げ

ておく。

　②指導主事および視学官の役割の転換

　パフォーマンス指標の活用に加えてモニター

リングのために必要なのが指導主事および視学

官による専門的な訪問評価である。報告書はL

MSの導入によってその役割を転換させること

が必要であると述べている。これまではどちら

かといえば学校理事会に対して学校の活動に関

する助言的な仕事が多かった。それに加えて今

後は学校経営全般に関する助言が重要な仕事と

なるだろうとも述べている。しかし，モニター

リングのためには，これまでの助言的な仕事よ

りも，教育の質とその経営の問題に関心を持つ

LEAの目や耳として視学的な仕事に重点を移

す必要性も指摘している。また，LMSという

学校に基礎をおいた新しい経営方式が導入され

たのであるから，各学校がこれからどこをどう

変革していくべきかに関する意思決定を援助す

るために，学校の効果にとってLMSの与えた

影響の評価を援助することも指導主事および視

学官の重要な役割となることについても触れら

れている。このようにLEAのモニターリング

活動のために指導主事および視学官の役割の転

換が必要であることが提案されているわけであ

るが，そのためには指導主事および視学官が現

状のままでよいのか，その研修や養成も含めて

各LEAに注意を促している。

　③学校のパフォーマンスに関する年次報告

　　書の作成

　モニターリングの実施のために各学校が自ら

のパフォーマンスを記述し，説明している年次

報告書の作成が提案されている。これは，各学

校の自己評価報告書ともいえるもので，アカウ

ンタビリティーの重要な一部を占めるものとし

て報告書の中でも認識されているようである。

この年次報告書はもともと今回の88年教育法に

先立って学校理事会改革を実施した1986年教育

法（the　Education　Act　1986）の第30条に定め

られているもので，各学校の活動をLEAだけ

でなく父母や地域住民にも広く，わかりやすく

知らせるためのものである。LEAがモニター

リング活動を行なうためには，前述のように学

校間比較や基準との比較などを行なう必要があ

るため，その報告書の記載内容を一定程度統一

しておく必要がある。報告書ではその内容とし

て，パフォーマンスの測定結果，学校の教育目

標に対する達成度，その目標に向けて資源をど

のように活用したかについての説明などを提案
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しており，また，年次報告書の作成とその再検

討を理事会の重要な仕事として位置づけている。

（2）1988年法と教育科学省通達1988年7号

　クーパーズ・アンド・ライブラント社による

報告書の提出後88年下育法が成立し，それを補

完するためにさまざまな諸法令が公布された。

ここでは，同法とLMSの基本的枠組みを示し

た教育科学省通達1988年7号（the　Depart－

ment　of　Education　and　Science　Circular　1988

／7，以下，「通達88年7号」と略す」）をもと

に，LMSの評価活動に関する基本的枠組みを

見てみたい。

　88年教育法の第4部（第33条から第51条）で

は，LMSの評価活動に関する具体的な規定は

含まれていない。ただ，これに関する規定とし

ては，第42条のLMS要綱と予算および決算に

関する財政報告書の公表に関する規定，第51条

の86年教育法に規定されていた学校理事会が作

成する年次報告書に関する規定の修正に関する

規定，そして，第37条のモニターリング活動の

際にLEAが留保している，権限委譲の取り消

しに関する権限規定である。それ以外の評価活

動については通達88年7号によって定められて

いる。通達は法的拘束力はないが，LMS要綱

の認可権を教育科学大臣が有しているため，大

臣が作成し公布したガイドラインである通達は

一定程度の拘束性を有しているといわれている。

　通達88年7号には，「モニターリングと評価

（Evaluation）」に関する部分が含まれており，

LMSの評価活動に関する基本的枠組みが記述

されている。

　①モニターリング

　通達では，LEAが効果的なモニターリング・

システムを構築しておくことがLMS要綱の鍵

となる条件であること，効果的なモニターリン

グは学校のかかえる諸問題が深刻なものになる

前に発見し対処するためのものであることがま

ず確認されている。そして，LEAがその助言

的・調整的役割を果たすためには，一方で必要

な場合に権限委譲を取り消す権限を留保しなが

ら，各学校のパフォーマンスに関する正確で最

新の情報を有しておく必要があることを指摘し

ている。その上で，LEAが作成するLMS要
綱の中に，要綱の評価手続きに関する記述を含

めることが要請されている。

　また，自らが作成した要綱の影響をモニター

リングするためにLEAは（a）効果的な財政活

動のモニターリングに関するしくみ，（b）学校

とLEAの双方に適切な経営情報システム，（c）

権限委譲を受けた学校理事会が果たしている財

政その他の経営機能に関するパフォーマンス指

標の開発に取り組むべきことが要請されており，

そのさい各学校で使用されている指標を考慮す

ると同時に，学校に対して財政活動に関する情

報以外にもカリキュラムに関する情報を提供す

るよう求める必要性が指摘されている。

　一方，経営権限の委譲を受けた学校理事会と

校長は，これまで同様，年次報告書や理事会会

議を通して父母や地域に対して自らの経営活動

に関する責任を負うことになる。小学校に与え

られた資源を効果的に使用するための計画を作

成し，自らの意思決定をモニターリングするた

めには，LEAからの援助と助言を受けながら

学校に基礎をおいた指標（school－based　indi－

cator）の開発が必要であり，その指標は地域

の要望や環境を適切に反映したものであるべき

ことが要請されている。

　②評価（Evaluation）

　LEAレベルでの評価活動は，モニターリン

グのサイクルの一部である必要なデータの作成

という段階で行なわれ，そのデータに基づいて

自らの作成した要綱の成否を評価することをめ

ざすよう要請されている。そして，この評価活

動は，（a）LMS実施初年と3年後の2つの時

期における，自らの要綱の成否，要綱の変更す

べき点の明確化などを目的とした評価，（b）実

施されているLMSが学校の教授と学習の質の

向上という点で成功しているかどうかについて

の日常的な評価，として行なうよう求められて

いる。そして，効果的に評価活動を行なうには，

各学校の情報が比較可能な状態で整理されてお

くことの必要性が指摘されている。
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　以上，政府の定めたLMSの評価活動に関す

る枠組みを整理してきた。そこではLMSとい

う学校経営の評価活動において教育行政機関で

あるLEAが各学校の情報を比較可能な状態で

収集，整理し，自らの教育政策の集約でもある

LMS要綱の評価に結びつけるという評価の形

態が浮かび上がってきた。そこで，次に各LE

Aが作成したLMS要綱の評価活動に関する記

述を検討し，自治体レベルでどのような評価活

動の仕組みが作られているのかを見ていくこと

にする。

皿　各LEAのLMS要綱にみる
　　評価活動の諸側面に関する規定

　Hでも見たとおり，各LEAが作成し，教育

科学大臣の認可を受けるLMS要綱には，　LM

Sのモニターリングと評価の活動（以下，「評

価活動」も同義）のプロセスに関する概略を記

載することが要請されていた。その規定のしか

た，分量，内容，具体性はLEAによりさまざ

まである。とくに，内容については，LEAに

より評価活動のどの側面に重点をおくかが異なっ

ているため，まずmにおいて評価活動のいくつ

かの側面ごとに具体的な規定をしているLEA

の要綱をピック・アップして例示し，さらにIV

において評価活動を全体的にかつ具体的に規定

している要綱を見ることで，単一のLEAにお

ける評価活動の全体像を明らかにする。

（D評価内容の諸相

　まず，ここでは外ロンドンの特別区であるマー

トン（Merton）（8＞の要綱を見ることで，　L　M　S

の評価活動において何が評価されるのかを見て

みたい。

　要綱では，LMS要綱のモニターリングと評

価について，①学校の機能②理事会への権限

委譲とその行使における要綱の効果，③財政運

営のしくみと情報経営システムの成否の3つの

側面が設定されている。

　①学校に関する評価活動

　学校に関する評価活動に際しては，LEAが

モニターリングの程度と頻度に関する政策を定

めると同時に，学校に必要な情報を提出させる

ためにLEAが統一的な書式を設定する。それ

により，以下のような情報を比較可能な形態で

収集する。

　・教職員政策と連動したカリキュラムに関す

　　る基準の周知

　・教員研修（INSET）の必要性の明確化と実

　　施状況

　・質，量両面での教育の提供状況

　・評価をとおした教員研修への反応

　・GCSEの結果，　LEAによる審査，児童

　　生徒の長期欠席の状況などによる結果

　・児童生徒の発達

　・児童生徒の目標

　・教職員の職能成長とINSETとの連携

　・視学官による学校訪問の状況と視学官が作

　　成した記録や報告書

　・TGATや教育科学省通達で求められてい

　　る評価結果

　・カリキュラムの分析

　・教職員の配置に関する分析と長期欠席状況

　・マートン特別区内の児童生徒の民族別，男

　　女別の入学機会や学校選択の状況

　・マートン特別区内の民族別，男女別の教職

　　員集団構成および児童生徒のパフオーマン

　　スの状況

　上記のような文書による情報収集のほかに，

モニターリング過程の基礎的部分は視学官によ

る訪問評価が占めること，理事および校長は自

己評価を行ないその結果をもとに自校独自のニー

ズや環境を再認識すべきことなどが規定されて

いる。

　②要綱自体に関する評価活動

　LEAは自らの政策が凝縮された要綱が実際

に運用されたとき，各学校理事会が自由に，か

つ自らの利益になるように配分された財源を使

用できるように，常に要綱を見直す必要がある。

そのためには，各学校理事会が作成する報告書

をもとに，その意見をLEAの今後の戦略や政

策に反映させていくことが重要となってくる。

また，各学校理事会が要綱の評価につながる報

告書を作成するためには，学校理事会の経営活
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動の諸機能に対応するパフォーマンス指標の開

発が不可欠となる。

　③学校財政運営に関する評価活動

　各学校の財政運営のモニターリングを定期的

に行なうためにはLEAと各学校の間で情報の

やりとりを容易にする情報システムを構築して

おく必要性がまず指摘されている。また，この

評価活動の主目的は，各学校の財政管理のまず

さが学校経営活動の失敗を招くことのないよう

にする，いわば予防的なものであるため，パフォー

マンス指標の開発においても，その点が十分考

慮される必要がある。マートンの要綱の場合，

指標の例として以下のようなものが例示されて

いる。

　・賢い財源の使い方をしているか

　・財源の使途が明確になっているか

　・財源配分はニーズに対応しているか

　・現実的に費用の評価を行なっているか

　・選択可能なもののうち，最善の選択をして

　　いるか

　・すでに執行した予算の額に関する計算が正

　　確かつ最新のものであるか

　・予算の限度額を超過していないか

　最後に要綱では，これらの3つの側面におけ

る評価活動を行なう第一の理由は，学校に対す

るサポートであること，また，それによって各

学校での学習と教育の質を向上させることであ

ると確認している。つまり，マートンにおいて

は，LEAと学校が学校の教育および経営活動

に関する評価活動をそれぞれ行なうことを前提

としながらも，LEAは自らの教育政策が凝縮

されているLMS要綱を常に見直すために，各

学校に関する評価活動を行ない，各学校からの

報告書を検討し，また，各学校が経営上の失敗

をおかさないようにその財政活動の評価を定期

的に行なっていることがわかる。さらに，それ

によって，LEAの管理する各学校における学

校教育の質を改善するように，学校とLEA双

方の経営改善を図っているともいえるのである。

（2）評価活動の時期・主体・内容

　次に，いつ，誰が，どのような評価活動を行

なっているのかを，非都市圏カウンティである

グローセスターシャー（Gloucestershire）の

要綱（9）をもとに見てみたい。

　グロ一下スターシャーでの評価活動の特色は，

LEA担当職員，視学官，会計監査担当職員な

どによる訪問評価（外部評価）のプログラムに

校長および学校理事の財政的，経営的パフォー

マンスの評価活動を組み込んでいる点であると

思われる。また，そのような外部評価を容易に

かつ比較可能な状態で行なうために，学校とL

EAに共通の情報システムやパフォーマンス指

標の開発が進められているようである。もちろ

ん，評価活動の基本的目的は，各学校で提供さ

れている教育の質に対するLMS要綱の影響を

明らかにするためであることが確認されており，

ここでも，自らの教育政策の評価のための学校

の外部評価という，マートンの場合に見られた

評価活動の基本的認識と同様の考え方が要綱に

示されている。さらに，毎年度の外部評価プロ

グラムに加えて，要綱の改善のために3年毎に

要綱の再検討を行なうことも規定されている。

　具体的な評価活動の時期・主体（説明者，分

析・評価者）・内容は資料2（増頁）のとおり

である。

　資料からも明らかなように，学校理事および

校長からの説明や資料提供を受けて，LEA担

当職員，視学官，会計監査担当職員らが分析，

評価するという形態をとるものが多くなってい

る。また，校長の採用についても，それまでの

学校経営に関するパフォーマンス評価が関係し

ていることもわかる。さらに，学校理事会が作

成する年次報告書や財政報告書，学校に関する

パンフレットなどが広く地域住民や父母に公開

され，監視・評価を受けることで，学校が地域

に対するアカウンタビリティーを果たしている

ことにもなるのである。

IV　ノーザンバーランド（Northumberland）

　　におけるLMSの評価活動

　ここでは，LMSの評価活動を全体的にかつ

具体的に規定している非都市圏カウンテイのノー
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〔資料2〕　グローセスターシャーにおける評価活動の概要

評価の周期 評価の内容 情報提供者 評価主体 結果の公表先

1カ月毎　　・各学校の財政運営　LEA

　　　　　　状況

LEA財政担当職員，

校長および会計係

学校およびLEA

数ケ月毎　　・予算の執行状況　　学校

　　　　　　・学校内の財産　　　LEAおよび学校

学校理事，校長，会計

係，LEA財政担当職
員

LEA財産担当職員，

校長および会計係

学校およびLEA

学校およびLEA

1年毎　　・各二等学校の発展

　　　　　　計画

　　　　　・各学校の特性

　　　　　・各中等学校の年次

　　　　　　評価（各学校の自

　　　　　　己評価に基づきL

　　　　　　EAが行なう）

　　　　　・理事会作成の年次

　　　　　　報告書および財政

　　　　　　報告書

　　　　　・学校作成のパンフ

　　　　　　レット

　　　　　・各中等学校の年次

　　　　　　会計監査

学校

学校

学校およびLEA

学校

学校

LEA

学校理事，校長，視学

官，LEA担当職員

学校理事，校長，視学

官，LEA担当職員

学校理事，校長，視学

官，LEA担当職員

学校理事，校長，視学

官，LEA担当職員

学校理事，校長，視学

官，LEA担当職員

LEA会計監査担当職
員

学校およびLEA

学校およびLEA

学校およびLEA

父母，地域住民

父母，地域住民

LEAおよび学校

3年毎 ・各初等学校の3年　LEA

毎の会計監査

LEA会計監査担当職
員

LEAおよび学校
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評価の周期 評価の内容 情報提供者 評価主体 ．結果の公表先

4年毎 ・視学官による各初　学校およびLEA

等学校の部分的訪

問評価

・初等学校長の評価　学校およびLEA，

　　　　　　　　　　指導主事および担

　　　　　　　　　　当職員

・各初等学校のカリ　学校およびLEA

キュラム

学校理事，校長，視学　LEAおよび学校

官，LEA担当職員

学校理事，校長

学校理事，校長，視学

官，LEA担当職員

5年毎　　・中等学校に対する

　　　　　　カリキュラムおよ

　　　　　　び経営に関する指

学校およびLEA 学校理事，校長，視学

官，LEA担当職員

LEAおよび学校

不定期 ・指導主事による全学校およびLEA

体的訪問評価

・財源使用の効率性

に関する会計監査

・カウンティ全域に

おける調査および

評価

学校理事，校長，視学　LEAおよび学校

官，LEA担当職員 （一部公表）

LEAおよび学校

LEAおよび学校
（一部公表）

（出所）Gloucestershire　County　Council，　LOCAL　MANAGEMENT　OF　SCHOOLS　1992／93，pp47－48

　　　より作成
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ザンバーランドの要綱（1。〉を見ることで，単一の

LEAにおける評価活動の全体像を明らかにす
る。

（1）LMS要綱の規定

　要綱ではまず学校理事会の責任として，次の

ように規定している。すなわち，学校理事会は，

LEAと同様父母や地域の住民に対しても学校

経営に関する責任を負っており，父母や地域住

民に対して毎年年次報告書を作成し，公開する

ことが86年教育法以降続けられてきた。しかし，

今回のLMSの導入によって，学校理事会が負

う責任の範囲が広がり，年次報告書の内容も高

度化する必要に迫られている。したがって，各

学校はLEAの援助と助言をえながら，独自の

パフォーマンス指標の開発に取り組む必要があ

る。一方，LEAも自らの責任を果たすために，

財政運営とカリキュラムに関する評価活動のし

くみをつくりだす必要があるが，その目的は，

各学校において生じた問題を，当該学校とのパー

トナーシップを組みながら，明確化し対処して

いくことだとされている。それと同時に，自ら

作成した要綱が経済的，効率的，効果的である

かどうか，ノーザンバーランドにある学校にお

ける教授と学習の質の改善に効果的であるかど

うかなどを常に評価しながら，要綱の見直しを

定期的に進めていくべきことも規定されている。

（2）LMS要綱に関する手引書㈲の規定

①評価活動の基本原理

　手引書では，評価活動の基本原理として次の

4つをあげている。

　・教育サービスの提供状況をモニターリング

　　し，その質を評価することは，教育サービ

　　スにおける基本的かつ専門的機能であるこ

　　と

　・その基本的な目的は，教育サービスの改善

　　方法と，そのような改善の達成のための戦

　　略の明確化であるということ

　・評価活動は，外部からの承認を得た各学校

　　レベルでの自己評価を基礎とすべきこと

　・LEAはすべての学校の評価活動に対し，

　　全体的な責任を負うこと

　②自己評価活動の重要性

　手引書では，最近の教育をめぐる主要な潮流

がLEAおよび学校の各レベルにおける自己評

価の重要性を認める方向にあることを確認して

いる。ただし，評価の基準を定める際には，児

童生徒を含む関係者との合意が：重要であること

も認めている。教員に対する評価活動について

も，その評価の基準をめぐる関係者（教員を含

む）との合意が重要であるのも言うまでもない

ことである。

　LEAもまた，各学校の自己評価の結果を利

用するだけでなく，独自の評価システムを構築

する必要がある。ただし，それが各学校に負担

を押しつけるものであってはならず，あくまで

もLEAと学校とのパートナーシップの上に成

り立っている必要があることも指摘されている。

　③学校レベルの計画と自己評価

　手引書では各学校が作成する教育・経営計画

が学校の自己評価活動を行なう際に，評価の基

準を提供するものとして有益であることが確認

されている。自己評価活動は学校の教育・経営

活動のあらゆる領域をカバーするものであるが，

その教育・経営計画は以下のような領域に関す

る評価基準を提供するものである。

　・カリキュラムに関わるもの

　・計画，組織，経営関係

　・児童生徒および諸資源

　・教員評価，教員の職能成長，研修関係

　・地域教育

　・その他

　具体的な目標は毎年の評価活動をもとに変更

されていくことになる。そして，各学校の行なっ

た自己評価の結果は，LEAの指導主事との協

議を経て承認を受け，学校理事会に再び報告さ

れる。つまり，学校の作成する計画が前年度の

評価をもとにしており，計画にしたがって本年

度の評価を行ない，また，その結果に基づいて

次年度の計画を作成するという，計画と評価の

サイクルが形成されている。

　④評価活動におけるLEAの役割

　評価活動においてLEAは提供される教育の
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効果とその教育が児童生徒のニーズに対応した

ものであるかを評価する責任を第一に負ってい

る。また，財源の使用が経済的か，各学校が効

率的かを評価する役割も有している。これらの

役割を果たすには，各学校の活動の量的な側面

に関するデータの収集が必要となってくる。

　また，LEAは要綱の規定が常に経済的，効

果的，効率的であるか，学校における教授と学

習の質がLMSによって改善されているかを定

期的に評価しながらLMSを運営していくこと

になる。そのためにLEAは校長や学校理事会

と協議しながら，各学校のニーズに要綱の規定

が対応するように要綱自体を評価して行くこと

も必要となっている。

　以上，皿，IVをつうじてLMS要綱の中で評

価活動がどのように規定されているのかを見て

きた。そこでは，学校とLEAの双方が自らの

活動を評価することが基本となっていること，

LEAが学校の諸活動を評価する場合，学校間

での比較あるいはLEAや中央政府が作成した

基準との比較という形態をとり，それはあくま

でも自らの教育政策の凝縮されたものといえる

LMS要綱の評価に結びついていること，　LM

Sという学校経営方式の評価が，学校での教授

と学習の質の改善に効果的であるかどうかが評

価の重要な基準となっていることなどが明らか

になったと思われる。このような評価形態は，

1でとりあげた「協同評価」の一形態にほかな

らないと思われる。したがって，学校評価活動

における教育行政機関の役割をさらに深く検討

し，「協同評価」の可能性を探るためにも特定

のLEAにおける評価活動をケース・スタディ

を通じてより詳細に検討する必要があると思わ

れる。
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